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市民が拓く自然エネルギーの未来
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バリ会議と洞爺湖サミット ＰＡＲＥ事務局長　早川光俊
昨年 12 月 3 日から
15 日まで、インドネ
シアのバリで気候変動
枠組条約（以下、条約）
の第 13 回締約国会議
（COP13）、京都議定書（以
下、議定書）の第 3回締
約国会合（CMP3）が開
催されました。
今回の会議の最大の任務は、2013 年以降（議定書の第 2約

束期間以降）の削減目標と制度枠組みについての交渉期限と、
それに至る具体的な作業計画に合意することでした。また、
2007 年 2 月から相次いで公表された気候変動に関する政府
間パネル（以下、IPCC）第 4次評価報告書の科学的知見を、世
界の政策決定者がどう受け止め、2013 年以降の交渉にどう
活かすかが問われていました。
協議は難航し予定を一日延長してようやく合意が成立しま
した。結果的には、交渉期限を 2009 年までとし、アメリカ
や主要な途上国の参加にも交渉の窓が開かれた作業計画が合
意され、IPCC 第 4次報告書の中長期の削減数値が決定文書に
記述されるなどの成果を勝ち取ることのできた会議でした。

̶刷荳刷秤控腎憎袗貢年祇舂単貢ヒこ行磽磑
交渉期限については、昨年 6月のドイツのハイリゲンダム

G8サミットなどで、2009 年末までとすることがほぼ合意さ
れており、大きな争点にはなりませんでした。
最大の争点は、IPCC 第 4 次報告書に記載されている、温

暖化を危険なレベルに至らないレベルで安定化するための中
長期の削減数値を、決定文書に記載するかどうかでした。
IPCC 第 4 次報告書は、この中長期の削減必要量につい

て、産業革命からの平均気温の上昇を 2.0 ～ 2.4℃に抑える
には、大気中の CO2 濃度を 350 ～ 400ppmとする必要があ
り、世界全体の温室効果ガス排出量を 2015 年までにピーク
を迎えて減少に転じさせ（ピークアウト）、21 世紀の半ばまで
に 2000 年レベルの半分以下（50 ～ 85％削減）に、とりわけ
先進国は 2020 年までに 1990 年レベルから 25～ 40％を削
減する必要があるとしています（第 3作業部会報告）。バリで問
題となったのは、こうした中長期の削減数値に合意すること
ではなく、これからの交渉の方向性として決定文書に記載す
るかどうかでした。
また、アメリカも参加する条約のもとで、アメリカの削減

数値や排出量の多い中国やインドなどの主要な途上国の対策
をどう進めるかの議論に道筋をつけられるかも、大きな課題
でした。
IPCC 第 4次報告書の 10～ 15 年ピークアウトや中長期の

削減数値については、日本やカナダがこれを決定文書に記述
することに強硬に反
対し、またアメリカや
主要な途上国の参加
については、アメリカ
や中国、インドなどが
これを拒否する強硬
な態度を崩さなかっ
たため、協議は難航し

昨年のバリ会議 =COP13/CMP3 に CASA 代表として参加した早川事務局長に、バリ
会議の到達点と洞爺湖サミットなど今後の見通しについて報告してもらいました。
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バリ島ヌサドゥアで開催された COP13 総会
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